
 

指定短期入所事業所 自立の家 

≪ 障害福祉サービス 料金表 ≫ 

 

＜ 介護給付費対象サービス ＞ 

介護給付費によるサービスを提供した場合は、介護給付費のうち１割の額、もしくは受給

者証に記載されている市町村が定める利用料負担額をお支払いいただきます。利用者の負担

以外については、事業所が市町村から代理受領するものとします。代理受領を行わない場合

は、介護給付費の全額をいったんお支払い（償還払い）いただきます。 

 

＜基本サービス費＞  

福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）（日中サービスを利用しない日に短期入所を利用した場合） 

基本報酬 利用料 利用者負担額（１割） 

区分６ ９，２３０円／日 ９２３円／日 

区分５ ７，８４０円／日 ７８４円／日 

区分４ ６，４８０円／日 ６４８円／日 

区分３ ５，８３０円／日 ５８３円／日 

区分１・２ ５，０９０円／日 ５０９円／日 

 

福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）（日中サービスを利用した日に短期入所を利用した場合） 

基本報酬 利用料 利用者負担額（１割） 

区分６ ６，０２０円／日 ６０２円／日 

区分５ ５，２７０円／日 ５２７円／日 

区分４ ３，１８０円／日 ３１８円／日 

区分３ ２，４００円／日 ２４０円／日 

区分１・２ １，７３０円／日 １７３円／日 

 

＜加算項目＞ 事業所のとっている体制・とった対応の内容により加算  

 利用料  
利用者負担額  

（１割）  
 

食事提供体制加算 ４８０／日 ４８円／日  
支給決定のある利用者に食事を提供

した場合に算定 

短期利用加算 ３００円／日 ３０円／日 
利用開始日から３０日を限度とし、

利用１日につき算定 

利用者負担 

上限額管理加算 

（月１回限度） 

１，５００円／回 

（月１回限度） 

１５０円／回 

利用者負担額の徴収方法の管理を行

った場合に算定 

緊急短期入所 

受入加算Ⅰ 

（７日を限度） 

２，７００／日 

（７日限度） 

２７０円／日 

緊急利用を受け入れた場合に算定

（やむを得ない場合１４日を限度） 

定員超過特例加算 
（１０日を限度） 

５００円／日 

（１０日を限度） 

５０円／日 

緊急時において、定員を超えて受け

入れた場合に算定 

重要事項説明書 別紙 



送迎加算 １，８６０円／片道 １８６円／片道 
事業所が送迎を行った場合、片道に

つき算定 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位の１３．８％を加算 

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っている等の他、キャリアパス要件並び

に職場環境等要件等を満たす場合に算定 

 

＜ 介護給付費対象外サービス ＞ 

利用料として、介護給付費対象外サービスに係る費用をお支払いいただきます。 

（内訳はあくまで目安です） 

 

1 日の利用料  １，２３０円  

 

内訳  金額  備考  

光熱水費・燃料費  ５５０円／日  電気代・公共下水使用料、灯油  

食材料費  ５６０円／日  食材料  

日用品費  ７０円／日  
トイレットペーパー、  

石けん等日用消耗品  

その他諸経費  ５０円／日  新聞代、常備薬、諸会費  

合  計  １，２３０円／日   

 

このほか、利用者の事情により必要となる嗜好品等は、実費をいただきます。 

上記介護給付費対象外サービスに係る費用は、物価の変動その他の理由により改定するこ

とがあります。改定を行ったときは、利用者に説明し同意を得ます。 

 

＜ 支払方法 ＞ 

① 利用者負担額及び介護給付費対象外サービスの利用料について、サービスを利用した

翌月２０日頃までに利用料請求書を発行しますので、現金または口座振替にてお支払い

ください。 

② 事業所は、利用料のお支払いを受けた時は、利用者に対して領収書を発行します。 

 


